
平成２１年４月８日 

上下水道局企業総務課 

 

入札契約制度の改正について 

 

本市の入札契約制度につきましては，これまでも，様々な改善に取り組んで参りましたが，その透

明性，競争性及び公平性のより一層の向上を図ることを目的として，入札契約等の手続き等を，次

のとおり平成２１年４月から改正いたします。 

 

１ 予定価格事後公表を導入します 

  予定価格が１３０万円を超える全工種の建設工事において，予定価格の事後公表を導入しま

す。 

※ 合併に伴う経過措置のため， 

上河内地域，河内地域を施行場所とする予定価格が５，０００万円以下の工事は除きます。 

 

２ 等級区分を見直します 

 (1)建設工事 

①土木一式工事 

現  行 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 800 点以上 1,500 万円以上 

Ｂ 710 点以上 800 点未満 600 万円以上   1,500 万円未満 

Ｃ 710 点未満 600 万円未満 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 850 点以上 2,400 万円以上 

Ｂ 750 点以上  850 点未満 1,400 万円以上  2,400 万円未満 

Ｃ 660 点以上  750 点未満 600 万円以上  1,400 万円未満 

D 660 点未満 600 万円未満 

 

②建築一式工事 

現  行 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 790 点以上 500 万円以上 

Ｂ 790 点未満 500 万円未満 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 830 点以上 1,500 万円以上 

Ｂ 710 点以上 830 点未満 300 万円以上  1,500 万円未満 

Ｃ 710 点未満 300 万円未満 

 

 

建設工事等入札参加者の皆様へ 



③ほ装工事 

現  行 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 750 点以上 550 万円以上 

Ｂ 750 点未満 550 万円未満 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 760 点以上 700 万円以上 

Ｂ 660 点以上 760 点未満 450 万円以上 700 万円未満 

Ｃ 660 点未満 450 万円未満 

 

④管工事 

現  行 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 770 点以上 600 万円以上 

Ｂ 770 点未満 600 万円未満 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 830 点以上 900 万円以上 

Ｂ 700 点以上 830 点未満 300 万円以上 900 万円未満 

Ｃ 700 点未満 300 万円未満 

 

⑤電気工事 

現  行 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 810 点以上 500 万円以上 

Ｂ 810 点未満 500 万円未満 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 900 点以上 1,400 万円以上 

Ｂ 760 点以上 900 点未満 400 万円以上 1,400 万円未満 

Ｃ 760 点未満 400 万円未満 

 

⑥造園工事 

現行 無し 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 700 点以上 500 万円以上 

Ｂ 700 点未満 500 万円未満 



(2)工事関連業務委託 

   ①測量業務 
現  行 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 190 点以上 350 万円以上 

Ｂ 190 点未満 350 万円未満 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 200 点以上 350 万円以上 

Ｂ 200 点未満 350 万円未満 

 

②建築関係建設コンサルタント業務 

 

改正後 等級区分廃止            現行 ２等級  

 

     ③補償コンサルタント業務 

現  行 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 155 点以上 500 万円以上 

Ｂ 155 点未満 500 万円未満 

 

 

改正後（平成２１・２２年度） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 160 点以上 500 万円以上 

Ｂ 160 点未満 500 万円未満 

 

３ 工事関連業務委託に最低制限価格制度を導入します 

  予定価格が５０万円を超える工事関連業務委託に最低制限価格制度を導入します。 
 

（最低制限価格算出式）  

①測量業務 

計算式＝直接測量費の額＋測量調査費の額＋諸経費の額×3/10 

②建築関係の建設コンサルタント業務 

計算式＝直接人件費の額＋特別経費の額＋技術料等経費の額×5/10＋諸経費の額×5/10 

③土木関係の建設コンサルタント業務 

計算式＝直接人件費の額＋直接経費の額＋技術料等経費の額×5/10＋諸経費の額×5/10 

④地質調査業務 

計算式＝直接調査費の額＋間接調査費の額＋解析等調査業務費の額×7/10＋諸経費の×3/10 

⑤補償関係コンサルタント業務 

計算式＝直接人件費の額＋直接経費の額＋技術料等経費の額×5/10＋諸経費の額×5/10 

ただし，上記①，②，③，⑤については 予定価格× 8/10 ≧最低制限価格≧ 予定価格×6/10 

上記④については             予定価格×8.5/10≧最低制限価格≧ 予定価格×2/3 

                                            



４ 総合評価落札方式について 

 (1)試行を継続します。 

(2)価格点の計算方法を変更します。後日，市ホームページに詳細を掲載しますのでご覧下さい。 

 

５ 入札参加資格における主観的な審査項目を見直します 

(1) 追加項目 

①地域貢献 ・災害時における協力協定 

②安全対策 ・建設業労働災害防止協会の加入 

③法令遵守 ・市県民税特別徴収の実施 ・社会保険の加入 

 

 (2)見直しの内容 

評価項目 改正後点数 現行点数 

【建設工事】 

１．技術力に対する評価 

(1)市工事成績評点 

(2)優良工事表彰状況 

 

 

１００ 

３６ 

 

 

９０ 

３０ 

２．品質確保対策に対する評価 

(1)ＩＳＯ９００１取得 

 

８ 

 

１０ 

３．環境配慮対策に対する評価 

(1)ＩＳＯ１４００１またはＥＣＯうつのみや２１取得 

 

８ 

 

１０ 

４．社会貢献度に対する評価 

(1)障害者雇用の状況 

 

８ 

 

１０ 

５．地域貢献度に対する評価 

(1)宇都宮市と災害時における協力協定を締結 

 

８ 

 

－ 

６．安全対策に対する評価 

(1)建設業労働災害防止協会に加入  

 

８ 

 

－ 

７．子育て等次世代育成支援への貢献度に対する評価 

(1)次世代育成計画を労働局に提出 

 

８ 

 

５ 

８．法令遵守に対する評価 

(1)指名停止状況 

(2)市県民税特別徴収実施 

(3)社会保険に加入 

 

－２ ～ －６ 

３ 

３ 

 

－５ 

－ 

－ 

【測量・建設コンサルタント業務】 

４．地域貢献度に対する評価 

(1)宇都宮市と災害時における協力協定を締結 

 

 

１０ 

 

 

－ 

５．子育て等次世代育成支援への貢献度に対する評価 

(1)次世代育成計画を労働局に提出している 

 

１０ 

 

５ 

６．法令遵守に対する評価 

(1)指名停止状況  

(2)市県民税特別徴収実施 

(3)社会保険に加入 

 

－２ ～ －６ 

３ 

３ 

 

－ 

－ 

－ 

 

～配達記録郵便の廃止に伴う取扱いについて～  
日本郵政株式会社が平成 21 年 2 月 28 日に配達記録郵便の取扱いを廃止したことにより，

郵便入札による場合は，一般書留郵便，簡易書留郵便による宇都宮中央郵便局留のものと

します。 


